第１２６号

酒類ガイドライン遵守推進本部だより
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平成22年2月15日
             全国卸売酒販組合中央会
酒類ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守推進本部
「　安売り･独禁法の改正･WHOに思う　」
                                         　　　委　員　　松　川   隆　志
　昨今の酒類卸業界は、雇用、賃金の調整、消費不振、デフレ現象の顕在化により一段と厳しい市場環境に直面している。

　酒類や加工食品は、衣料や家具、耐久消費財などと異なり、不景気でも大きな影響は受けないのではないかと見ていたが、最近の数字を見れば、数量ベースでも微減のうえ、金額ベースではさらに大きく減少という結果になりつつある。

　小売段階でも、量販を中心としたオーバーストアによる過当競争で低価格化、ＰＢ化が急速に進み、業務用も売上不振に苦しむ料飲店が増えている。

　『消費市場』のパイが縮小するなかで際限ない価格競争によりシェア争いを続ければ、デフレスパイラルになり多くの会社が体力消耗し続ける結果、必要な人材、インフラなどの投資ができず、業界全体として地盤沈下していくおそれが強い。そうした事態を避けるためには、業界として利益無き（赤字の）競争を回避し、健全で公正な競争に改善していく必要がある。

　今年から、改正独占禁止法が施行され、それにともない酒類ガイドラインも改正され、不当廉売の認定が厳しく運用され、悪質な場合は巨額の課徴金が徴収されることになった。

　従来の公取基準では売れば売るほど赤字が増える取引も不当廉売と認定されないケースがあり、公取委は是正指導に消極的であったが、今後はこのような取引は許されないことになる。

　また、今年５月にはWHO（世界保健機構）の総会で酒類の健康など社会的弊害を防止するための規制のガイドラインが決定される予定である。若年者飲酒、大量飲酒などによる肉体的、精神的悪影響、飲酒運転による交通事故など、致酔性飲料である酒類の他の食品と異なる特性が引き起こす問題を各種の規制や政策手段を駆使して防ぐことを目的とし、どのような手法を使うかは各国の選択に委ねられている。

　WHOの規制のメニューには、アルコールの広告宣伝の制限、販売時間の規制などとならび酒類のディスカウント販売や飲み放題の禁止、制限さらに酒税の重課税などがあげられている。

　酒類については、わが国は近年の規制緩和の圧力のなかで、致酔飲料である酒類も他の食品と同様に扱われ、欧米に比べ自由化が行き過ぎた面があるが、環境問題と同様に国際標準に沿うよう考え方を変えるべきであろう。

　今まで、酒の安売りは消費者に喜ばれるという単純な発想でマスコミの論調は形成されていたし、公取や国税当局も価格問題には慎重であったが、独禁法の改正やWHOの新方針で流れは変わりつつある。

　今年は我々酒類を扱う生販三層が酒類はこのように特殊な商品であると強く認識するとともに、安売りが止らず課徴金などの処分を受けたり、タバコのように課税強化の方向に進んでいくことを自主的に回避できるかが問われる年になると思う。

〇  平成22年1月ビール及び発泡酒等の出荷状況　
                                                           　　　 （単位：㎘・％）

	     期間
区分
	1　月
	１　～　1　月

	
	当月数量
	前年数量
	前年比
	本年数量
	前年数量
	前年比

	ビール
	124,600
	141,472
	88.1
	124,600
	141,472
	88.1

	発泡酒
	43,550
	64,789
	67.2
	43,550
	64,789
	67.2

	新ジャンル
	77,931
	76,328
	102.1
	77,931
	76,328
	102.1

	計
	246,081
	282,589
	87.1
	246,081
	282,589
	87.1
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